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公益財団法人青森県暴力追放県民センター

暴力団等の不当要求断固拒否 !    相 談電話017-723-8930

特定抗争指定団体である 「道仁会」(福岡県久留米市)と 「九州誠道会」(福

岡県大牟田市)が 、改正暴力団対策法による厳しい規制の下、福岡県警に対
し

九州誠道会が    「 解散届」

道仁会が抗争終結の  「宣露書」

をそれぞれ提出してしヽた。

しかし、偽装解散のおそれもあり 「抗争が終結したとは認められない。」
とし、特定抗争指定を9月 に3度 目の延長を決定し、警戒を続けていた。

10月 7日 午後、九州誠道会の幹部十数人が熊本県天車市の神社で発足式

を行つた。改正暴力団対策法では 「特定抗争」に指定された暴力団組員が警

戒区域内で5人 以上集合すると直ちに逮捕できるが、天車市の神社は警戒区

域から外れていた。

九州誠道会は

新団体 「浪川睦会」

を立ち上げた。
「新団体」のトップや傘下組織は九州誠道会からヨ|き継がれるとみられる。

九州誠道会は、道仁会の会長人事に反発した傘下組織が離脱して2006
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全 国 の 暴 力 団 情 勢

解散した 「九州誠道会」が新団体結成

～ 抗争再撚お1/～
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平成 25年 40月 28日

黒泌押わの路 陶1165

公益財団法人吉森県暴力追放県民センター

暴力団等の不当要求断固拒否 !    相 談電話017-723-8930
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暴追かわら版Nα1 5 1でお知らせしてしヽるとおり、改正暴力団対策法が成

立し

「適格団体による民事請求 (暴力団事務所使用の差止)」

が出来ることとなりました。

これは、暴力団事務所の付近住民が事務所の使用差止訴訟を提起している

が、中には、住民が暴力団から妨書や報復をおそれて、訴訟に至らなしヽケー

スがある。

そこで、国家公安委員会の認定を受けた適格団体 (都道府県暴力追放運動

推進センター)が 、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、原告として

自ら差止請求訴訟を行うことが出来ることとする制度です。

当青森県暴力追放県民センターも諸準備をすすめ、 10月 4日 付で国家公

安委員会に認定申請した結果、 10月 24日 付で認定されるに至りました。

(東北で二番目)

前号でお知らせしてしヽるように、全国の暴力団情勢は抗争の再燃が危瞑さ

れるなどその動向を注視してしヽく必要があります。

青森県においても、過去には一ヶ月間に及び抗争事件が発生しており、今

後も注意深く監視してしヽ<必 要があります。

不穏な動向があった場合は、警察署 。当センターにご一報してしヽただ<よ

うお願いいたします。



デーリー東北
2013年 (平成25年)10月 13日 (日曜 日)
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国 公 委 刑 発 第 96 5号

平 成 2 5年 1 0月 2 4日

公益財団法人青森県暴力追放県民センター 殿

国 家 公 安 委 員 会
:|ギ
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適格都道府県センターに係る認定通知書

平成25年10月4日 付けで申請のあつた件については、平成25年10月24日付けで、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年 法律第77号)第 32条の 5第 1項の認

定をしたので、同法第32条の 7の 規定に基づき通知する。
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